
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの地域・職域連携推進の在り方に関する検討会 

報告書（案） 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年○月 

これからの地域・職域連携推進の在り方に関する検討会 

資料３ 



1 
 

目次 

 

 

はじめに････････････････････････････････････････････････････････････２ 

 

 

Ⅰ これからの地域・職域連携推進の在り方に関する検討会の活動状況････３ 

 １ 経緯･･･････････････････････････････････････････････････････････３ 

 ２ 目的及び検討事項････････････････････････････････････････････････３ 

 ３ 検討状況･･･････････････････････････････････････････････････････３ 

４ 地域・職域連携推進ガイドラインの改訂のポイント･･････････････････････４ 

 

 

Ⅱ 地域・職域連携の今後の方向性････････････････････････････････････４ 

１ 連携の基本的な考え方････････････････････････････････････････････････４ 

２ 地域・職域連携のメリット････････････････････････････････････････････５ 

３ 地域・職域連携の課題と目指すべき方向性･･････････････････････････････５ 

 

 

Ⅲ 地域・職域連携における国の役割･･････････････････････････････････７ 

 １ ガイドラインの普及及び改訂･･････････････････････････････････････････７ 

 ２ 地域・職域連携関係者会議の開催･･････････････････････････････････････７ 

 ３ 地域・職域連携推進に係る財政支援････････････････････････････････････７ 

 ４ 国が保有するデータの協議会での活用･･････････････････････････････････８ 

 ５ 先進事例の収集及び推進方策についての研究････････････････････････････８ 

 

Ⅳ 地域・職域連携における都道府県の役割･･･････････････････････････････８ 

 

 

Ⅴ 関係団体における地域・職域連携の取組･･･････････････････････････････８ 

 １ 関係団体におけるガイドラインに基づいた取組･･････････････････････････８ 

 ２ 関係団体におけるガイドラインの各都道府県支部等への周知･･････････････８ 

 

 

おわりに･･････････････････････････････････････････････････････････････････９ 

 

  



2 
 

はじめに 

 

  健康寿命の延伸及び生活の質の向上のためには、地域保健と職域保健が連携し、継続

的かつ包括的な保健事業を展開していくことが不可欠であり、厚生労働省においては、

「地域・職域連携推進事業ガイドライン」を提示し、都道府県等における地域・職域連

携推進協議会の設置及び連携事業を推進してきた。 

近年、健康課題は複雑・多様化していることに加え、時代によって変化する価値観

や社会情勢、テクノロジーの発展等を踏まえ、地域保健と職域保健の更なる連携が必

要であることから、本検討会において、現状を踏まえたガイドラインの改訂も含めて

検討を行った。 

  本検討会は、このような背景も踏まえ、これまでの検討会とは異なり地域保

健、職域保健、保険者、学識経験者の様々な立場の者が構成員となり、現在の

ニーズを踏まえて検討を行った。本報告書では、検討会での議論の経緯ととも

にガイドライン改定の主なポイント等を整理してまとめた。 

  健康寿命の延伸に向けて、地域保健と職域保健が更なる連携を図るため、地

域・職域連携推進協議会が求められる役割を果たし、効果的に事業が展開され

ることに、本報告書がその一助となることを期待したい。 
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Ⅰ これからの地域・職域連携推進の在り方に関する検討会の活動状況 

 １ 経緯 

   健康寿命の延伸及び生活の質の向上のためには、地域保健と職域保健が連携し、継

続的かつ包括的な保健事業を展開していくことが不可欠であり、厚生労働省において

は、平成 11 年度から生活習慣病予防を目的として地域保健と職域保健の連携の在り

方について検討してきた。平成 17 年３月には、モデル事業の実施とその評価を踏ま

え、「地域・職域連携推進事業ガイドライン」を提示し、都道府県等における地域・

職域連携推進協議会の設置及び連携事業を推進してきた。 

また、平成 19 年３月には、医療制度改革を踏まえた新たな地域・職域連携推進協

議会の役割について、地域・職域連携支援検討会において検討が行われ、その結果を

踏まえて地域・職域連携推進ガイドラインの改訂を行い、都道府県等で活用されてい

る。 

近年、健康課題は複雑・多様化していることに加え、時代によって変化する価値観

や社会情勢、テクノロジーの発展等を踏まえ、地域保健と職域保健の更なる連携が必

要であることから、本検討会において、ガイドラインの改訂も含めて検討を行った。 

 

 ２ 目的及び検討事項 

   本検討会は、以下の事項について検討することを目的として開催された。 

１）健康寿命の延伸のための地域・職域連携の在り方 

２）地域・職域連携推進事業ガイドライン－改訂版－（平成 19 年３月）における 

課題の整理及び改訂 

 

 ３ 検討状況 

本検討会は、平成 31 年３月から令和元年８月までに合計５回開催した。また、第

３回の検討会の後、特にガイドラインの項目や内容について具現化するため、構成員

及び所属組織から実務的なメンバーを選定し、打ち合わせ会を１回開催した。 

１）健康寿命の延伸のための地域・職域連携の在り方 

  地域・職域連携推進や地域・職域連携推進事業の現状と課題、先進的な取組につ

いて報告があった。 

（１）構成員からの報告 

・地域（都道府県協議会・二次医療圏協議会事務局） 

・職域（事業場、産業保健総合支援センター） 

・保険者(全国健康保険協会) 

（２）事務局等からの報告 

・厚生労働省健康局健康課  

・厚生労働省保険局国民健康保健課 

・労働基準局安全衛生部 

・経済産業省ヘルスケア産業課 
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（３）先進事例の報告 

・地域・職域連携推進に関する学識経験者 

 

検討会では、これらの報告を踏まえ、①地域・職域連携の意義・効果、②地域・職

域連携による取組の促進、③地域・職域連携推進協議会に求められる機能についてを

主な論点として検討を行った。 

 

２）地域・職域連携推進事業ガイドライン－改訂版－（平成 19 年３月）における課題

の整理及び改訂 

上記「１）健康寿命延伸のための地域・職域連携の在り方」の議論を踏まえ、令 

和元年○月にガイドラインを改訂した。 

 

４ 地域・職域連携推進ガイドラインの改訂のポイント 

地域・職域連携推進協議会の開催等に留まることなく、関係者が連携した具体的な

取組の実施にまでつなげていくために必要な事項を整理した。具体的には以下の３点

である。 

１）地域・職域連携の基本的理念の再整理 

・在勤者や在住者などの違いによらず、地域に関係する者への地域保健と職域保

健が連携した幅広い取組の促進（地域・職域連携によるポピュレーションアプロ

ーチの強化）   

・多様な関係者がメリットを感じられるような健康に関する取組の推進（健康経営 

を通じた生産性の向上等） 

・支援が不十分な層（退職者、被扶養者、小規模事業場）への対応促進 

    ２）地域・職域連携推進協議会の効果的運営 

   ・事務局機能の強化による協議会の効果的運営の促進 

・各関係者の役割期待の明確化による、積極的参画の促進 

・他の健康関係の協議会等との連携の在り方の明確化による、更なる効果的な連携

の促進   

３）具体的な取組実施のために必要な工夫  

・「実行」を重視した、柔軟な PDCA サイクルに基づいた事業展開の促進 

・地域・職域連携推進に向けた共通理解と現場レベルでの連携促進 

・地域特性に合わせた効果的な事業展開に向けたデータ活用の促進 

・リソースの相互共有・活用等の促進による効率的・効果的な取組の実施 

 

 

Ⅱ 地域・職域連携の今後の方向性 

１ 連携の基本的な考え方 

  地域保健では、主に地域保健法や健康増進法、母子保健法等の法令を基に、乳幼児、

思春期、高齢者までの地域住民を対象として、生涯を通じてより健康的な生活を目指
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した健康管理・保健サービスを提供している。 

一方、職域保健では、主に労働基準法、労働安全衛生法などの法令を基に、労働者

の安全と健康の確保のための方策の実践を事業者、労働者に課している。 

さらに、国民が安心して医療を受けるための制度である医療保険制度では、労働者

を対象とした被用者保険、地域住民や自営業を対象とした国民健康保険制度が存在す

るが、これらもまた、加入者に健康保持増進のための保健サービスを提供している。 

このような背景の中で、健康寿命の延伸、健康格差の縮小という健康日本 21（第２

次）の目的を達成するためには、地域保健と職域保健がこれまで蓄積した方策を互い

に提供し合い、連携した対策を講じることが不可欠であると言える。 

地域保健と職域保健における連携を通じて、それぞれの機関が実施している健康教

育や健康相談、健康に関する情報等を共有し、在勤者や在住者の違いによらずより効

果的、効率的な保健事業を展開する必要がある。そのためには、地域・職域連携推進

協議会で課題を明確にし、Plan-Do-Check-Act サイクル（PDCA サイクル）を展開して

いくことが必要である。 

 

２ 地域・職域連携のメリット 

  地域・職域の連携を推進するためには、関係者がそのメリットを認識することが重

要である。 

地域保健と職域保健が連携することにより、近年の労働者の働き方の変化やライフ

スタイルの多様化に対応した保健サービスを提供することができる。 

また、それぞれが保有する予算、専門職の人員等のリソースを可能な限り共有する

ことにより、対象者への保健サービスの機会の拡大や、取組の重複を調整すること等  

により、リソースを有効に活用することができる。 

地域保健と職域保健の連携は、在住者や在勤者の健康課題を把握することにより、

将来必要となる対応を検討できることや、職域においては、セミナー等の共同実施に

より健康経営において求められている従業員への健康づくりが推進される等のメリッ

トも挙げられる。 

これらの結果、健康寿命の延伸や生活の質の向上、健康経営等を通じた生産性の向

上や医療費の適正化に寄与できる可能性がある。 

 

３ 地域・職域連携の課題と目指すべき方向性 

１）地域の現状分析における課題 

・協議会が限られた予算、人員で効果的に具体的な保健事業を展開していくためには、

健康課題の解決の必要性や優先順位、介入が必要な性・年齢階級等をデータで示す

ことも必要となる。 

・健康課題を明確化することに課題を感じている協議会は、都道府県協議会、二次医

療圏協議会ともに８割を超えており、主な理由としては、職域のデータが把握でき

ていない、人的・予算的・技術的課題によりデータを適切に分析できていないこと

が挙げられている。 
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・今後は、国が保有するデータについても協議会が活用できるような形で提供してい

くこと等も求められる。 

２）評価指標の設定について 

・より効果的・効率的に連携事業を展開することを目指すためには、評価を行い、改

善策を検討することは必須である。そのため、国は根拠に基づいた評価指標や評価

方法等を確立し、各協議会が円滑に評価を行える体制の構築を支援する必要がある。 

・各協議会が自協議会の運営や取組のレベルを把握し、今後どのように発展させるの

かのイメージをもつことが重要であり、今後は、各協議会の運営や取組のレベルを

評価できる指標の設定も求められる。 

３）居住地と勤務地が同一市町村でない労働者への対応 

・事業場とその所在地の地域保健側が協力することで、労働者が連携事業を共有でき

る環境を整備することが望まれる。 

・居住地や勤務地といった情報にとらわれず、広くポピュレーションアプローチの観

点から、地域保健と職域保健とが連携し、事業を展開することが効果的である。 

４）多様な関係者がメリットを感じられるような健康に関する取組の推進 

・保健関係者による連携に留まらず、幅広い関係者の協力のもと多面的にアプローチ

を行い、地域一丸となった取組体制を構築していくことが重要である。 

・小規模事業場等の従業員を対象とした健康づくりを推進していく上では、商工労働

部局や事業主、経済関係団体等の協力が必要不可欠である。 

・住民や従業員の健康づくりは重要であるが、自治体や事業場等において必ずしもそ

れらが最重要課題となっている訳ではないことから、各関係者の積極的な協力を得

られるよう、最重要課題と健康づくりの接点を見いだすことが必要となる場合もあ

る。 

・例えば、地域経済の発展を最重要課題としている自治体において、従業員の健康づ

くりに地域・職域が連携して積極的に取り組むことによって、雇用維持力や採用力

の向上、健康経営を通じた生産性の向上や、ひいては地域の自律的経済力の向上を

通じた地域経済の発展等にもつながるのではないかという意見が出された。 

５）情報提供・広報の推進 

・都道府県協議会及び二次医療圏協議会は、協議会の運営に関する情報や連携事業の

実施・評価について情報提供・広報を行うことが必要である。 

・地域の健康課題や協議会の取組状況等が関係者に周知されることによって、連携事

業への関係者の理解が深まり、協力体制も推進される。 

６）健康づくりを目的とした協議会との関係 

・地域・職域連携推進協議会と健康づくりを目的とした他の協議会との関係について

は、以前の検討会では、保険者協議会との役割及び連携について議論し、ガイドラ

インに提示してきた。しかしながら、現在では、保険者協議会の他にも地域で健康

づくりを目的とした会議体が複数存在するようになった。今回の改訂ではそれらの

協議会の目的、役割、地域・職域連携推進協議会との関係についてそれぞれガイド

ラインに記載した。各協議会では、これらの項目を参考に十分な連携体制を構築す
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るとともに、本検討会では、それぞれの協議会を総括する会議体も必要ではないか

との意見もあったことから、各地域の実情に応じて必要に応じてそれぞれの協議体

を統括する会議体の設置についても検討いただきたい。 

・地域・職域連携推進協議会は、都道府県協議会の他に地域特性を活かした健康課題

の解決に必要な連携事業の企画・実施・評価等を行う二次医療圏協議会を設置し、

都道府県協議会と二次医療圏協議会の連携の下、地域・職域が連携して青壮年層・

中年期の健康づくりを推進することに特徴があることから、これらの特徴を活かし

た活動の推進が求められる。 

７）退職者のデータ引継ほか、個人のデータ連携に関すること 

・退職者については、それまでの健診データ等の引継が保険者間で十分に行われてい

ない。 

・ 健診データの保険者間での引継ぎ体制が整備され、地域・職域連携にも活用され

ることが望まれる。  

 

 

Ⅲ 地域・職域連携における国の役割 

 １ ガイドラインの普及及び改訂 

   国は改訂されたガイドラインについて、都道府県等の地域保健、保険者、産業保

健担当部局に周知を行うべきである。また、青壮年層・中年期にある国民にきめ細

やかな保健サービスが提供できることが重要であり、サービス提供の一翼を担う会

員等に協力をいただくことが必要であることから、関係団体にも周知を図る必要が

ある。 

    さらに、時代背景によって地域保健と職域保健の連携の在り方は変化していくも

のであり、これらが連携して効果的・効率的に保健事業を展開していくためには、

具体的な取組実施のために必要な事項や、地域・職域連携推進協議会の効果的運用

方策等についてガイドラインの定期的な見直し・改訂が求められる。 

    改訂については、健康日本 21（第二次）の評価を、踏まえて行うことが望ましい。 

  

 ２ 地域・職域連携関係者会議の開催 

   生活習慣病を予防するためには個々人の主体的な健康づくりへの取組に加え、健康

教育、健康相談、健康診査等の保健事業による生涯を通じた健康管理を支援すること

が必要であり、平成 17 年度から全国の保健衛生関係、労働衛生関係、保険者等関係

を対象として地域・職域連携関係者会議を開催している。 

地域保健と職域保健が連携し、健康課題に対応する各種施策を展開していくために

必要な知識や情報の提供及び実施事例の報告等を行う場として、今後も継続して開催

する必要がある。 

   

 ３ 地域・職域連携推進に係る財政支援 

   地域・職域連携推進の具体的な展開のために、国による財政的支援も望まれる。 
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 ４ 国が保有するデータの協議会での活用 

協議会が限られた予算、人員で効果的かつ具体的に地域特性を活かした保健事業を

展開していくためには、健康課題の解決の必要性や優先順位、介入が必要な性・年齢

階級等をデータで示すことも必要となるが、現在その仕組の構築は十分ではない。 

これらに対応するためには、レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）を

はじめとした国が保有するデータを用いて地域保健・職域保健の現況を明らかにする

客観的な指標を明らかにした上で、協議会が活用できるような形で提供していくこと

が必要である、国は、各協議会が新たなガイドラインに基づく事業を開始するまでに

一定の方向性を示すとともに、継続的な情報提供に向けた研究を推進すべきである。 

 

 ５ 地域・職域連携の推進方策についての研究 

   協議会を効果的に推進していくためには、先進的な取組やモデル事業の実施により

地域・職域連携の推進方策について研究を進めるとともに、得られた知見を横展開し

ていくことが有効である。 

 

 

Ⅳ 都道府県における地域・職域連携の取組 

都道府県においては、保健衛生主管部局が、都道府県単位で地域・職域のデータや資

源等を把握・整理することや保険者協議会等他の健康づくりを目的とした協議会等と連

携する等地域・職域連携の基盤を構築することが求められる。 

また、自都道府県の住民・労働者の健康課題について全体を捉え、それらの課題が都

道府県協議会及び二次医療圏協議会で十分に検討され、保健事業の展開が図られるよう、

国保部門や産業労働部門等、庁内連携の中核的役割を担うことが求められる。 

 

 

Ⅴ 関係団体における地域・職域連携の取組 

 １ 関係団体におけるガイドラインに基づいた取組 

   各関係団体は、地域・職域連携推進協議会からの情報を会員に提供するほか、会員に

地域・職域連携推進事業への協力を依頼するとともに、必要に応じて事業への人的資源

の紹介を行うなど、地域・職域連携の取組に協力することが望ましい。 

 

 ２ 関係団体におけるガイドラインの各都道府県支部等への周知 

  各関係団体は、ガイドラインの内容を各都道府県支部等へ周知し、地域・職域連携推

進事業への協力を依頼することが望ましい。 
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おわりに 

  

地域・職域連携推進協議会の設置が推進されてから 10 年以上経過し、開催回数

や開催内容等の状況は様々である。今回の検討会では好事例も紹介されたが、それ

らの事例では、それぞれの協議会がガイドラインを活用し、事業を積み重ねていた。 

地域・職域連携は、その基盤構築に時間がかかるものであるが、本報告書にも示

されたような多くのメリットがある。 

協議会構成員がそのことを認識し連携を密にしながら、ポピュレーションアプロ

ーチとハイリスクアプローチを融合し、地域全体の健康づくりを推進していくこと

が期待される。 


